
報告第６号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書 
 
 



１ 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

41,162,000 0 33,329,000

1,373,958,000 101,900,000 1,262,864,000

1,188,834,000 0 1,188,588,000

1,165,776,000 753,900,000 395,284,000

351,989,000 0 351,989,000

296,856,000 0 235,400,000

513,957,000 0 285,360,000

464,595,000 58,900,000 202,421,000

5,113,380,000 4,031,200,000 1,082,180,000

803,000,000 754,900,000 48,100,000

201,195,800 139,900,000 22,800,000

清 田 第 ２ 幹 線 整 備 工 事
（ 耐 震 化 ）
北 野 通 工 区

平 岸 第 １ 幹 線 整 備 工 事
( 耐 震 化 )
美 園 ・ 平 岸 工 区

白 川 第 １ 送 水 管
（ 澄 川 地 区 ）
更 新 工 事 そ の ２

白 川 第 １ 送 水 管
（ 澄 川 地 区 ）
更 新 工 事 そ の １

白 川 第 ４ 浄 水 棟
新 設 工 事

白 川 第 ４ 浄 水 棟 場 内
連 絡 管 新 設 工 事
そ の ３

清 田 第 ２ 幹 線 整 備 工 事
（ 耐 震 化 ）
そ の ８

北幹線太平地区整備工事
（ 耐 震 化 ）
そ の ４

1 建設改良費1 資本的支出

管理センター場内整備工事

白 川 第 １ 送 水 管
（ 石 山 地 区 ）
更 新 工 事 実 施 設 計 業 務

清 田 第 ２ 幹 線 整 備 工 事
（ 耐 震 化 ）
清 田 配 水 池 工 区

翌 年 度
繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額



国庫補助金
損 益 勘 定
留保資金等

円 円 円 円

10,340,000 22,989,000 7,833,000 0

420,859,000 842,005,000 9,194,000 0

352,181,000 836,407,000 246,000 0

299,026,000 96,258,000 16,592,000 0

0 351,989,000 0 0

31,367,000 204,033,000 61,456,000 0

73,751,000 211,609,000 228,597,000 0

72,753,000 129,668,000 203,274,000 0

855,335,000 226,845,000 0 0

48,100,000 0 0 0

0 22,800,000 38,495,800 0

不 用 額

左 の 財 源 内 訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説 明

資材の入手難により、工事の進捗が
遅れたため

国の予算措置の関係上、事業の年度
内執行が困難になったため

関連工事の遅れにより、工事の進捗
が遅れたため

国の予算措置の関係上、事業の年度
内執行が困難になったため

当初の想定よりも地下水位が高く、
地盤改良が追加で必要となり、工事
の進捗が遅れたため

請負人からの契約解除申立てによ
り、事業の年度内執行が困難になっ
たため

国の予算措置の関係上、事業の年度
内執行が困難になったため

資材の入手難により、工事の進捗が
遅れたため

入札不調により、業務の開始が遅れ
たため

国の予算措置の関係上、事業の年度
内執行が困難になったため

関連工事との工程調整が必要とな
り、工事の進捗が遅れたため



２ 地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

円 円 円

211,900,000 118,900,000 93,000,000

 

款 項

1 水道事業費用 1 営業費用
白 川 新 排 水 調 整 池
新 設 工 事 （ 撤 去 ）

翌 年 度
繰 越 額

事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額



円 円 円

93,000,000 0 0

令和８年（2026年）５月21日提出     

札幌市長　秋　元　克　広  

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

給 水 収 益 等

試掘調査において、当初想定した位
置に既設管がなく、当該既設管の位
置の特定及び掘削に時間を要し工事
の進捗が遅れたため

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説 明


